
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１５年１０月 

 
 
 
 
 

 
インタフェース仕様書解説書 

保険者編 
 



改訂履歴 

 

・平成１５年４月「インタフェース仕様書解説書 保険者編」に対する改訂履歴 

Ｎｏ． ﾍﾟｰｼﾞ 項番 改定前 改定後 

１ ２ (４) 

 異動事由の追加 
０４：合併による新規 
 
各異動区分及び異動事由の組み合わせに
よる、設定可能な認定有効期間及び支給
限度管理期間を追加 

２ ４０ 
２．
１．１ 

 追加： 
（１）国保連合会から送付される請求情
報等のコントロールレコードに設定され
る保険者番号について 

３ 
４０
－１ 

２．
１．２ 

 上記内容の追加による掲載ページのずれ 

 



- ２ - 

 
１．１．２ 受給者異動連絡票情報 

 （１） 項番２「異動年月日」は保険者異動連絡票情報を国保連合会のシステムが受け付けた日

以降の日付を設定する。（保険者異動連絡票情報の処理以前に受給者異動連絡票情報を処

理することはできない） 

 
 （２） 項番３「異動区分コード」は要介護認定時等、新規に届けられた場合のみ“１：新規”

とする。既に届けられた内容について国保連合会とのインタフェースに関わる項目につい

て変更があった場合には“２：変更”とする。他の保険者への転居や死亡等により被保険

者資格を喪失した場合には“３：終了”とする。 

 被保険者が転出し、“３：終了”となった以降に再転入した場合、同じ被保険者番号に

て“１：新規”の異動連絡票情報を作成することが可能。（平成１２年７月処理分より） 

但し、直前の異動区分“３：終了”情報の異動年月より異動区分“１：新規”情報の異動

年月は翌月以降であること。（同一月内での“終了”→“新規”は不可） 
 
 （３） 項番３「異動区分コード」が“３：終了”の場合は、項番１１「資格喪失年月日」を合

わせて設定する。 
 
 （４） 項番３「異動区分コード」と項番４「異動事由」で可能な組み合わせについては以下の

通り。 

異動区分コード 異動事由 
設定可能な認定有効期間及び 

支給限度管理期間 

０１：受給資格取得 ３ヶ月～６ヶ月（＋１ヶ月※） 

０４：合併による新規 
１ヶ月未満～１２ヶ月（＋１ヶ
月※） 

１：新規 

９９：その他異動 ３ヶ月～６ヶ月（＋１ヶ月※） 

０３：広域連合における受給者の市町村間異
動（政令市における受給者の区間異動） 

３ヶ月～１２ヶ月（＋１ヶ月※） 
２：変更 

９９：その他異動 ３ヶ月～１２ヶ月（＋１ヶ月※） 

０２：受給資格喪失 ３ヶ月～１２ヶ月（＋１ヶ月※） 
３：終了 

９９：その他異動 ３ヶ月～１２ヶ月（＋１ヶ月※） 

     ※ （＋１ヶ月）は月途中適用開始である場合 
 
 （５） 項番５「証記載保険者番号」は保険者が広域連合または政令市の場合、被保険者が所在

する市町村または行政区の番号を設定する。保険者が単独保険者の場合は保険者番号を設

定する。 

 

 （６） 項番６「被保険者番号」は１保険者内で一意となるように設定する。広域連合または政

令市においても広域連合または政令市を構成する全ての市町村または行政区で一意とな

るように設定する。 

 



－  ４０  － 

２ 審査支払業務 

 

２．１ 項目設定時の留意事項 

  以下に入力情報の項目設定時に特に注意が必要な項目について記載する。 

 

２．１．１ 保険者インタフェース共通留意事項 

（１） 国保連合会から送付される請求情報等のコントロールレコードに設定される保険者番号について 

介護給付費（審査支払手数料）払込請求書情報について、保険者からの申し出により、合併後の保険

者に合併前の保険者分を合算する場合、下記対象情報のコントロールレコードの保険者番号は合併後の

保険者番号が設定される。 

対象情報対象情報対象情報対象情報    
項番 情報名 
１ 国保連合会保有給付実績情報 
２ 給付管理票情報 
３ 介護給付費資格照合票情報 
４ 介護給付費等請求額通知書情報 
５ 介護給付費等審査決定請求明細表情報 
６ 介護給付費過誤決定通知書情報（保険者分） 
７ 介護給付費再審査決定通知書情報（保険者分） 
８ 請求明細・給付管理票返戻（保留）一覧表情報 

 

（例）Ａ町とＢ町が合併し、Ｃ市になった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ町 Ｂ町 Ｃ市 

コントロールレコード Ｃ 
データレコード（ヘッダー）Ａ 
データレコード（明細） ・・・ 

コントロールレコード Ｃ 
データレコード（ヘッダー）Ｂ 
データレコード（明細） ・・・ 

コントロールレコード Ｃ 
データレコード（ヘッダー）Ｃ 
データレコード（明細） ・・・ 



－  ４０－１  － 

 

２．１．２ 給付管理票情報 

（２） 給付管理票総括票情報 

① 給付管理票総括票の証記載保険者番号の入力について 

桁数が８桁になっているが、証記載保険者番号は６桁の数字項目のため、 

入力する場合は、前に０を２つ埋めて設定すること。 

 

      ７７７７７７ → ００７７７７７７ 

 

② 給付管理票総括票の他県分の各項目の入力については、全て０を入力すること。 

 

 

（３） 給付管理票情報 

① 記載保険者番号の入力 

桁数が８桁になっているが、証記載保険者番号は６桁の数字項目のため、 

入力する場合は、前に０を２つ埋めて設定すること。 

 

   ７７７７７７ → ００７７７７７７ 

 

② 給付管理票明細行番号 

給付管理票明細行番号は、’０１’～’９８’まで連番で入力すること。 

給付管理票明細行番号の大小関係が崩れている場合は、エラーとなる。 

給付管理票１枚に対して必ず最後のレコードに’９９’を指定すること。


